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令和７年度１１月役員会議事録 

 

令和 7 年 11 月 8 日(土) 19：00～20：05 

コミュニティ・センター日の里会館 

コミュニティルーム 

※池田局⾧より 

 防犯灯について、自治会口座引き落としに移行がすすんでいますが、移行が済んだ自治

会は各ロッカーに九電からの明細書を入れていますので受取りをお願いします。 

A. 市からの連絡・提案 

B. 協議事項 

1. 10 月役員会議事録                         ⇒承認 

2. 第 2 回運営委員会（11/23）について 

・議案書を提示（会計報告書以外） 

・規約別表（1）について、AP3 区のように解散、あるいは再開・合併があれば、 

その都度臨時総会を開かなければならず運営上、煩雑となるため、規約から外 

したい。                                

⇒承認 

3. ちょこボラ（燃えるゴミ代行）について               ⇒承認 

4. 次年度高齢者生きがい事業について 

・本来の目的は「何かを配ること」ではなく、高齢者が楽しみや満足感を得られ

る活動を行うことにあります。そのためには、心身が健康であることが前提で

す。データが示すように、人との交流や軽い運動は健康寿命を延ばす要因となっ

ています。これらを踏まえ、次年度の計画を立ててください。交流や運動の機会

を増やし、できるだけ多くの方が、少しでも多く外に出る場面を持てるようにな

れば、それが成功といえるでしょう。 

  ・次年度も 300 万の予算とし、何をするかを各自治会で考えてほしい。 

  （例えとして、各自治会の福祉会のハイキングに予算を充てる等）   ⇒承認 

  【質問】 

    ・（上記の）考え方に賛成です。現在は、自分の自治会ではクオカードを配ってい

るが、何らかの行事を行い、市から予算がでている 70 歳以上の対象者であって

も参加できない人に対して何もしなくても問題はないですか？ 

    【回答】 
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    ・高齢者生きがい事業の趣旨からいくと問題ないです。 

・個人配布は市が行っている８８歳９９歳１００歳対象を７０代にも広げて欲し

いと要望している。 

    ・来年度、フレイル予防を目的として各自治会、健康福祉部会で計画してほし

い。 

    【意見】 

    ・ぶどうの樹で敬老会をし、不参加者にはクオカードを配布しましたが、組⾧さ

んから自治会に加入してない人に配ったり、クオカードを不在の場合にポストに

入れて良いのか？、配布自体、大変だったと不満がでました。 

    提案ですが、運営協議会が主催で全自治会対象で敬老会を企画してほしい。 

    【回答】 

    （市役所） 

    ・他地区で、コミュニティで行った実績はあります。 

    （事務局⾧） 

    ・そういった意見も踏まえて、今後検討していきましょう。 

    【意見】 

    ・自分の自治会は、高齢者生きがい事業の補助金で、福祉会の行事すべてをまか

なっているため、各自治会に配分されていた補助金がなくなったり、減額される

と何もできなくなるので困ります。市の方から健康寿命を延ばすために自治会で 

    （福祉会で）何か行事をやってと言われても、何もできなくなる。 

    【回答】 

    （古後会⾧） 

    ・1～9 丁目とアパート区の構成の違いがあるので、別建てで考えていく必要はあ

る。 

    【意見】 

    ・全町内、平等にしないと不平不満がでてくると思う。 

    【回答】 

    （事務局⾧） 

    ・アパート区のことを考えれば、コミュニティ全体で行事をやった方がいいと思

われますが、各自治会でやりたいことがあれば考えてもらい、この事業の趣旨を

理解し、何か物を配ればいい等、今後の方向性を間違わないようにしていって 

    もらえれば良い。 

5. 自主防災会について 

  古後会⾧より資料を基に説明。 

  ・防災士の啓蒙、浸透の必要性、権能の発揮が必要。 
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  ・令和９年度までに、日の里地区の自主防災会の計画を作らなければならない。 

  ・防災士の会を組織化したい。各自治会の防災士に協力を依頼。 

  ・各自治会の防災の⾧は自治会⾧になるが、毎年交代になるので各自治会におら 

  れる防災士の方と協力して事にあたれるようにしたい。 

  ・南郷地区との意見交換会を計画。 

  【意見】 

  ・自分の自治会では、防災会が組織され、規約もある。それとは別にもう一つ作 

  るということですか？ 

  【回答】 

  （古後会⾧） 

  ・防災士の会は、構成団体のような位置づけとなる。地域の啓蒙活動にあたって 

  もらう。 

  【意見】 

  ・防災会が既にあるのに、何でもう一つつくるのか疑問です。 

  【回答】 

  ・自治会⾧は毎年交代の自治会が多いため、継続的に防災士の方に携わってもら 

  うようにしたい。 

  【意見】 

  ・防災士の資格を持つ人の中には、勤務先で資格を取って、有事の際には、その 

  勤務先での活動になり、地域のためにうごけないのではないか？ 

  【回答】 

  ・他地区をみると、自主防災会に防災士を取り込んで活動しているので、日の里 

  地区も防災会に協力可能な防災士を取り込んでいきたい。 

⇒今後も検討課題として議論していく。 

 

C. 報告事項 

1. 会⾧より 

2. 各部会より 

・子ども育成部会 

・健康福祉部会 

・生活環境部会・・・東郷駅前イルミネーションについて 

従来の 2 社と今年探した 1 社で見積をとり、昨年は 24 万 2 千円かかっていた

が、今回とったところは 24 万円、52 万円、７万１千円だったので、一番安いと

ころにし、昨年より 14 万円のコストダウンができました。 
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・広報部会 

 

3. 事務局⾧より 

・第 48 回日の里まつりアンケートについて 

 本日提出もしくは次回役員会までに提出 

・地域防災研修（12/6・土）10 時～ 

  

D. 連絡事項（自治会で知らせて頂きたいこと） 

  ・ちょこボラ（燃えるゴミ代行）について 

   現在、依頼者 2 名。 

   車で集めるのは、業者との兼ね合いでできない。歩きで対応のため、できる人 

   を増やしたい。自治会会議の時に、組⾧さんにちょこボラの説明をお願いした 

   い。ホームページからチラシのダウンロードもできる。 

  ・救命講習について（11/15・土）コミセンで開催 

  ・次年度高齢者生きがい事業について 

   （協議事項のところで協議） 

 

E.その他（情報交換） 

・次年度に向け、自治会スマホ教室・のるーと説明会 

 スマホ教室を 2 丁目、AP１区で実施したが好評だったので、各自治会で検討してみてく  

 ださい。 

・４月～５月コミセン総会までの自治会⾧について 

 コミセンの総会は 5 月に開催されるため、コミセン役員の任期は総会が行われる 5 月ま

でとなります。 

一方、自治会の任期は 3 月末までです。 

したがって、4 月から 5 月までに開催されるコミセンの会議（運営委員会・役員会）に

は、本来であれば任期中の旧自治会⾧が出席すべきですが、委任を受けた新自治会⾧が出

席しても差し支えありません。 

つきましては、各自治会で出席者の確認をお願いします。 

 ・一斉清掃時に隣り合った自治会の場所で、どちらの自治会がするのかはっきりさせた

い。松本川の草刈りもしているが、本来なら危険な場所で実際にけが人も出ているし、市
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に頼んでしてもらえる場所ではないか。 

・各自治会より 

なし 

【出席者】（敬称略） 

令和 7 年度役員 

会⾧：古後（2 丁目） 副会⾧：黒川（AP1 区） 副会⾧：青谷（構成団体代表） 

会計：鈴木（6 丁目） 1 丁目：斉田 3 丁目：持永 4 丁目：田村 5 丁目：辻 

7 丁目：上田 8 丁目：榎本 9 丁目：荒井 AP2 区：山本 

子ども育成部会⾧：島本 生活環境部会：酒本 

市役所 

吉田係⾧ 児玉主任主事 

事務局 

池田事務局⾧ 嶋田（書記） 


